
 

第１１期第８回小金井市男女平等推進審議会（令和７年度第３回）次第 

 

            日時：令和７年１０月１０日（金）   

  午前９時３０分～１１時３０分  

          場所：市役所本庁舎第一会議室     

 

１ 議  題 

⑴ 男女共同参画施策の推進について 

  ア 第６次男女共同参画行動計画推進状況調査について 

 ⑵ （仮称）第７次男女共同参画行動計画（案）の策定について 

  ア 小中学生アンケート調査結果報告書について 

  イ 素案について 

  ウ 市民懇談会について 

 ⑶ その他  

 

２ 報告事項 

 ⑴ 市議会の報告について 

⑵ その他   

 

３ その他  

 

４ 配布資料 

 資料１ 小金井市第６次男女共同参画行動計画推進状況調査報告書（令和６   

年度実績）（案） 

 資料２ 第６次男女共同参画行動計画における令和６年度推進状況調査【調   

査票１】に対する意見・質問シート（回答） 

 資料３ 10/10 提言案に対する意見シート 

 資料４ 小中学生アンケート調査結果報告書（案） 

 資料５ （仮称）第７次男女共同参画行動計画素案  

 資料６ 市民懇談会の概要について 

資料７ 市民懇談会資料（案） 

 資料８ 市議会の報告 

   

参考  

１ 第１１期第７回（令和７年７月２８日）会議録 



 

２ 小金井市第６次男女共同参画行動計画の推進について（提言案） 

 ３ 令和７年３月２８日「小金井市第６次男女共同参画行動計画」の推進に 

ついて（提言） 

４ 「第３９回こがねいパレット」チラシ 
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基本
目標

主要
課題

施策の
方向

施策
事業
№

担当課 意見・質問等 回答

Ⅰ 1 ⑴ ② 6 企画政策課

　昨年度も、シンポジウム参加者数の少なさについて
指摘があり、周知方法を検討していくとの回答であっ
たが、残念ながら今年度も参加者数は振るわなかった
様に見受けられます。
　周知方法の検討、改善も大切だが、より多くの方に
ご覧いただくことを目的とするのであれば、後日、オ
ンデマンド配信することも検討した方が良いのではな
いでしょうか。オンデマンドの視聴者数、視聴者を把
握したいのであれば、申込者にのみ視聴できるよう
に、配信管理する方法もあると思います。※もし、既
にオンデマンド配信されているようでしたら、ご放念
ください。

　オンデマンドによる配信については、講師の了承も
必要なため、様々調整は必要ではありますが、他課で
の実績もあることから、前向きに検討させていただき
ます。

Ⅰ 1 ⑵ ① 8 企画政策課
　【Ｄ評価】事業内容の記載からすると「市報」以外
の媒体を利用した取組ができたのであれば、それを
「実施した内容」に記載して自己評価した方がいい。

　例年市報にて周知啓発を行うに留まっており、令和
６年度は市報リニューアルに伴い、調整が整わず掲載
できず、その他の手段も講ずることができませんでし
た。

Ⅰ 1 ⑵ ① 8 企画政策課

　昨年度より市報リニューアルにより予定記事が掲載
できなかった経緯を知りたい。市報は全戸全市民への
アナログ紙面での情報提供機能を持ち、市政において
重要なメディア・刊行物である。大切な内容変更につ
いて、庁内で十分な検討がなされていない様子も伺え
るのは大変残念なこと。男女平等・人権尊重など、市
として市民に継続的に普及啓発をすべき課題は市報と
いう紙のメディアで、たまたま目に触れるという機会
も重要と考えます。とにかく部局、庁内で再検討して
（リニューアル市報と旧市報との比較と読者数の変化
など市民からのフィードバックも必要）、ヒアリング
を受けてください。

　昨年度は市報リニューアルに伴い、11月1日号の1面
／2面に、男女共同参画の特集記事を組んでいただきま
した。紙幅の都合上、ⅮⅤ相談窓口などの周知を優先
し、メディア・リテラシーに関する啓発記事を割愛す
ることになりました。次年度以降、特集号等で啓発記
事を載せられるどうかを含め調整していきます。リ
ニューアル市報については概ね好評をいただいていま
すが、引き続き市民の方のご意見をいただきながら編
集してまいります。

第６次男女共同参画行動計画における令和６年度推進状況調査【調査票１】に対する意見・質問シート
資料２
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基本
目標

主要
課題

施策の
方向

施策
事業
№

担当課 意見・質問等 回答

Ⅰ 1 ⑵ ② 12 広報秘書課
　「相談件数が増加」したことが評価対象なのか？周
知や情報共有ができたため、必要な人が相談できたこ
とが評価対象では？

　必要な人への周知や情報共有を怠ったことはありま
せん。その上で、相談件数の増加は、必要な人に情報
提供が行え、相談まで繋げられた結果として、評価の
指標とさせていただきました。

Ⅰ 1 ⑵ ③ 13 広報秘書課
　「男女共同参画のために今後の課題や推進の方向
性」について、書いてください。

　次のとおり加除修正いたします。「人権・平和に関
する講演会等の実施内容の充実を図りながら、事業の
継続を図るとともに、多様な人々が平和に暮らせる社
会の実現を目指す。」

Ⅰ 1 ⑵ ③ 14 指導室
　前年度比に書かれている「前年度から皆増」とは、
どういう意味か？

　前年度が０であったため、皆増となった。

Ⅰ 1 ⑵ ③ 14 指導室
　英語体験型学習施設派遣は新規事業と思われるが、
その成果はいかがだったのか聞きたい。良い取組であ
れば継続実施を希望する。（Ｂ評価→Ａ評価？）

　小学５年生を対象に実施し、英語を身近に感じた
り、これからの学びの意欲を引き出す等の効果があり
ました。令和７年度以降も継続予定です。

Ⅰ 1 ⑵ ③ 15 コミュニティ文化課
　「男女共同参画のために今後の課題や推進の方向
性」では、多文化共生の視点が必要では？前年度比を
書いてください。

　次のとおり修正します。
（修正前）
　誰もが参加しやすい事業となるよう工夫をしてい
く。
（修正後）
　外国籍市民との、言語の違い、文化・価値観の違い
を超えて、地域における共生を推進するため、イベン
トを企画し、誰もが参加しやすい事業となるよう工夫
をしていく。

総参加者数
　R5　155人（うち外国人47人）
　R6　168人（うち外国人33人）
前年度比
　＋13人（△14人）
※ただし、イベントの内容が昨年度と違うため、単純
比較はできない。
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基本
目標

主要
課題

施策の
方向

施策
事業
№

担当課 意見・質問等 回答

Ⅰ 1 ⑵ ③ 16 広報秘書課

　ここ数年、相談実績がないことを鑑み、今後の方向
性に記載されている通り、代替手段の検討し、「外国
人相談窓口」はなくしても問題ないように思えます。
むしろ大切なのは、No.15のようなイベントや講座開催
などによる、外国人と日本人の横のつながりを促すコ
ミュニティづくりであるように思います。横のつなが
りがつくられることにより、互いのコミュニケーショ
ンが深まり、外国人の日常的な悩みの解決にもつなが
る可能性が期待できるのではないでしょうか。

　ごもっともなご意見だと思われます。いただいたご
意見を踏まえて検討させていただきます。

Ⅰ 1 ⑵ ③ 16 広報秘書課

　外国人相談の専門相談員について、相談員の受け持
つ外国語の種類や相談システムについて知りたい。事
業として掲げながら利用者ゼロは何が問題か課題を知
りたい。

　相談員が受け持つ外国語は、英語になります。日常
生活を営むうえで生じる問題や市政に関する相談に応
じるとしていますが、現状、前段は他の市民と同様に
必要な専門相談に繋いだり、後段は各課で対応できて
います。インターネットの普及により、言葉（言語）
の壁が無くなり、情報の入手も容易になり、異文化交
流も進む中、困りごとは外国人であっても日本人と大
差なく、開設当初に必要とされた通訳に重きを置いた
外国人相談はその事業自体の必要性について問われて
いると思われます。なお、日常的なお悩みに対して
は、前述のご意見を参考にしていきます。

Ⅰ 2 ⑴ ① 19 指導室
　「男女共同参画のために今後の課題や推進の方向
性」に書かれている「研修の充実」とはどのような方
向性なのか？

　○○教育、△△教育など学校教育に対する期待がま
すます多様化する中にあって、都教委や指導室では
様々なジャンルの研修を実施しています。そうした中
でも、ジェンダーバイアスや人権尊重に関する研修
は、より多くの教員が受講できるように取り組んでい
きます。

Ⅰ 2 ⑵ ① 22 こども家庭センター
　参加者数を増やしていくことで、子育て支援の充実
が図られているので、Ａ評価でもよいと思いました。

　ご意見ありがとうございます。Ａ評価に修正いたし
ます。
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基本
目標

主要
課題

施策の
方向

施策
事業
№

担当課 意見・質問等 回答

Ⅰ 2 ⑵ ② 25 公民館

　市民が企画する市民に寄り添った、多岐に渡るテー
マの講座開催は、大変素晴らしい取組だと思います。
参加者数も前年度より増えているようで、市民の関心
の高さが伺えます。
参加者数の男女比に興味があるので教えていただける
と幸いです。

　「子どもと大人をつなぐ地域づくり～コミュニティ
スクールとは」参加者延べ24人、男:女＝1:2
「みんなで0・１才の育児を楽しむ」（全３回）参加者
延べ38人、男:女＝不明(保護者は全員女性だがお子さ
んの性別は未記録)
「多文化共生の地域づくり」（全３回）参加者延べ56
人、男:女＝1:2
「子どもの学校外での居場所について」（全2回）参加
者延べ58人、男:女＝不明(性別未記録)
「親子で楽しい音時間」（全2回）参加者延べ84人、
男:女＝不明(保護者は全員女性だがお子さんの性別は
未記録)

Ⅰ 3 ⑶ ① 37 企画政策課
　相談対応能力の向上で、研修会等に参加した人数が
述べ２人なのにＡの自己評価が腑に落ちません。詳細
を知りたい。

　「延べ」を削除し、表記を修正します。
　企画政策課男女共同参画室２名が、相談対応能力の
向上のため、各種研修会や、関係機関の情報交換会に
参加しています。
　令和６年度は延べ１２回、オンライン研修や集合型
研修等に参加しました。昨年度に比べて参加した研修
が増えたためＡ評価としました。

Ⅰ 5 ⑴ ① 45 企画政策課

　【Ｃ評価】「市報」以外の新たな情報提供方法はな
いのか？市報に掲載できないときの代替手段を用意す
べきと思う。本施策は単純に縮小したのであればやは
り「評価Ｃ」が妥当なんだと思いますが。

　市報以外の周知方法として、令和５年度は情報誌
「かたらい」５９号に記事を掲載しましたが、令和６
年度は他の記事が優先したため紙幅を割くことができ
ませんでした。
　令和７年度はホームページに新たに記事を作成して
啓発を図っているところです。LINEの利用など代替手
段も検討していきます。

Ⅰ 5 ⑴ ① 45 企画政策課
　リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する情報提
供ができなかった経緯を知りたい。

　これまで配架していた資料が尽きたこと、市報及び
情報誌「かたらい」で紙幅が割けなかったことにより
ます。
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基本
目標

主要
課題

施策の
方向

施策
事業
№

担当課 意見・質問等 回答

Ⅰ 6 ⑵ ① 59 子育て支援課
　きめ細やかな相談支援を行った結果、母子父子自立
支援員相談件数が増加しているのであれば、Ａ(充実・
強化)という評価でもよいと思いました。

　普段の相談の姿勢を評価してもらえるのであれば、
評価Ａに変更をお願いしたい。

Ⅰ 6 ⑵ ① 60 広報秘書課
　「男女共同参画のために今後の課題や推進の方向
性」に書かれている「実施内容の充実」とはどのよう
な方向性なのか？

　実施内容の充実とは、相談枠の増設・変更や予約方
法の変更を加えながら、利便性の向上を図り、利用者
数の増加を目指します。

Ⅱ 1 ⑴ ① 63 児童青少年課

　定員1,120人、入所児童数1,618人。超過入所児童の
処遇実態を知りたい。自己評価と今後の方向性欄で女
性の社会参加の支援を強調しているが表現に違和感を
持ちました。児童の処遇や人権への配慮が根底になけ
ればいけないのでは。現状の課題を直視してほしい。

　市では定員超過に対応するため、既存施設を有効活
用し対応をしております。頂いたご意見を参考に児童
が安全に過ごせる環境を優先ししながら、より良い運
営を目指して取り組んでまいります。

Ⅱ 1 ⑴ ① 66 生涯学習課

　「男女共同参画のために今後の課題や推進の方向
性」では、子ども達の安全・安心な居場所づくりにつ
いて触れると、事業の充実の方向性が明確になると思
います。

　（記載変更）
より安全安心な居場所づくりのため学校施設等を利用
し、放課後子ども教室関係者、学校、学童保育所の連
携を深め、更なる事業充実に向け取り組んでまいりま
す。

Ⅱ 1 ⑴ ① 66 生涯学習課

　放課後子ども教室が昨年度13万人（延べ数）の児童
に利用されたと知り大いに驚いています。開催日数が
教室数減にもかかわらず1万人近く増えているのにさら
に驚きました。夏期・冬期・春休み・土日は開かれて
いないのですよね。学習アドバイザー、放課後子ども
サポーターの位置付け、資格、また現状と課題を教え
てください。

　土日に関しては、イベント等を行うことがありま
す。学習アドバイザーとサポーターは共に有償のボラ
ンティアであり、学習アドバイザーはバドミントン教
室などのプログラムを行っており、サポーターは見守
りスタッフです。資格については特に設けてはおら
ず、地域の人々との関わりという放課後子ども教室の
コンセプトに準じております。現状は利用者が増加傾
向にありますが、天気や気温、また場所の確保が難し
く、場合によっては開催ができないことがあります。
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基本
目標

主要
課題

施策の
方向

施策
事業
№

担当課 意見・質問等 回答

Ⅱ 1 ⑴ ① 67 こども家庭センター 　前年度比は出せませんか？

　こども家庭センター総合相談件数の前年度比
実数;令和6年度835件のため前年度比100.2%
延数;令和6年度6,013件のため前年度比120.5%
となっております。

Ⅱ 1 ⑴ ① 67 保育課
　前年度比は出せませんか？１園あたりでもよいと思
います。出せないようでしたら理由を書くとよいと思
いました。

　各園での相談件数は市立保育園全5園で合計20件で、
前年度と比較してマイナス7件でした。

Ⅱ 1 ⑵ ① 69 こども家庭センター
　土曜日コース参加者が前年度450%と大幅に増加し
た。同センターによる父親向けの取組状況を聞きた
い。

　事業No.69の両親学級については、事業No.21の再掲
ですが、更新をしておらず、事情No.21の内容が正しい
数値です。前年比450％は101.8％の誤りです。訂正し
お詫び申し上げます。

Ⅱ 1 ⑵ ① 69 こども家庭センター
　前年度比については、父親の数を出すことはできま
すか？この項目は「男性」に着目しているので。

　上記の訂正を反映し、父親の数を算出しました。
【R5】平日コース67人中男性32人、土曜日コース490人
中男性245人。
【R6】平日コース78人中男性37人（前年度比5人増
115.6％）土曜日コース499人中男性248人（全年度比3
人増101.2％）となっております。

Ⅱ 1 ⑵ ② 73 生涯学習課
　回数だけでなく、参加者数を出すことはできます
か。

　現状利用者は増加しております。7回における延べ参
加者は122人です。

Ⅱ 1 ⑶ ① 74 介護福祉課
　新規相談者数が大幅に増えています。理由はどのよ
うにお考えですか。

　単身者で身寄りがいない、もしくは疎遠のため頼り
になる親族がいない高齢者等が増えていると考えられ
ます。

Ⅱ 1 ⑶ ① 75 自立生活支援課
　前年度比に書かれている数字は何を表しています
か？増加した人数ですか？

　増加した人数です。プラス表記を加えます。
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基本
目標

主要
課題

施策の
方向

施策
事業
№

担当課 意見・質問等 回答

Ⅱ 3 ⑴ ② 89 経済課

　女性部への活動支援である視察研修会は、どのよう
な場所を視察したのですか？
青年部の講習会には、女性も参加していますか？それ
とも青年部=男性部という解釈でしょうか？

　アサヒ飲料富士山工場を視察しました。
　女性の参加者はおりませんでしたが、青年部は18歳
以上45歳までの男女で構成されています。

Ⅱ 3 ⑴ ② 89 経済課
　女子部のアクセサリー作りの講習会がどのように地
域振興に寄与すると考え、支援を行っているのです
か？

　手作りの個性的なオリジナルアクセサリーを身に付
けて接客することで、お客様との会話の接点を作り、
コミュニケーションの幅も広がるため、新規顧客獲得
や売上UP等の販売促進につながり、地域振興に寄与す
ると考えております。

Ⅱ 4 ⑴ ① 91 生涯学習課
　前年度比を書いてください。Ａ評価の理由は、展示
を工夫して科学の楽しさをが伝えられたと、という点
ですか？

　前年度と同様の内容だったため、Ｂに評価を変更し
ます。

Ⅱ 4 ⑴ ① 91 生涯学習課

　科学の祭典は、来場者の多さから大変盛況なイベン
トであったことが伺えます。
　女性研究者活躍推進（未来の女性研究者のすそ野拡
大）の観点から、対面形式で行った実験等の企画に、
女子がどの程度参加したか気になります。差し支えな
ければ男女比等教えてください。

　データ採取していないため回答難しいです。

Ⅱ 4 ⑴ ① 92 介護福祉課 　前年度比を書いてください。
（前年度比）
会員数:-49人（男性:-27人 女性:-22人）

Ⅱ 4 ⑴ ① 92 子育て支援課
　「男女共同参画のために今後の課題や推進の方向
性」について、書いてください。

（修正）
　子育て・子育ちに関する相互援助と情報発信の促進
を今後も継続実施する。
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基本
目標

主要
課題

施策の
方向

施策
事業
№

担当課 意見・質問等 回答

Ⅱ 4 ⑴ ① 92

介護福祉課
子育て支援課
児童青少年課
生涯学習課

　各地域活動支援団体への支援状況を知りたい。特に
子育て支援課と介護福祉課

【介護福祉課】
小金井市悠友クラブ及び悠友クラブ連合会に対して
は、小金井市悠友クラブ補助金交付要綱に基づき、高
齢者の心身の健康の保持に資するための教養講座、レ
クリエーション事業及び広く高齢者が自主的かつ積極
的に参加することができる事業に対して補助金を交付
した。
（令和６年度決算額）
　悠友クラブ（１３団体）：4,187,586円
　悠友クラブ連合会（１団体）：3,511,747円

【子育て支援課】
地域活動団体である小金井子育て・子育ち支援ネット
ワーク協議会に対して補助金を支出している。

【児童青少年課】
青少年健全育成地区委員会への補助金交付、健全育成
活動等を支援。子供会育成連合会への補助金交付。

【生涯学習課】
例年同様、申請に基づいて生涯学習課より市内で活動
し、市の事業等に協力いただいているスカウト協議会
へ経費の一部を補助してまいります。

Ⅱ 4 ⑴ ② 94 児童青少年課
　女性のエンパワーメントの拡大という視点から、ボ
ランティアリーダーの育成に女性の参加者数が増えた
ことはＡ評価に値するのでは？

　自己評価（対前年進捗度）については、Ｂ＝前年度
同様（前年度と同様の内容で実施した。）のためにＢ
とした。
※昨年度回答のＲ５年度はコロナ明けの実施となった
ため、評価をＡ＝充実・強化（事業を新たに実施し
た。または充実した。）とした。

Ⅱ 4 ⑴ ② 95 生涯学習課
　Ａ評価とした理由は何ですか？スポーツ推進委員に
女性の数が前年度に比べて増え、地域における女性の
エンパワーメントに貢献できた、ということですか？

　前年度と同様の内容だったため、Ｂに評価を変更し
ます。
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基本
目標

主要
課題

施策の
方向

施策
事業
№

担当課 意見・質問等 回答

Ⅲ 2 ⑴ ① 100 企画政策課
　男女共同参画関係団体と市が認識しているのはどの
ような団体ですか。

 こがねいパレットに賛同いただいている団体を始め、
広く男女共同参画に関する活動を行う団体との認識で
す。

Ⅲ 2 ⑴ ① 101 職員課
　市職員の市内NPO法人派遣研修の実施の成果や効果に
ついて聞きたい。効果ありなら、個別に取り上げた
い。

　基本構想に掲げる「まちづくりの基本姿勢（参加と
協働）」について、現場で働く体験を通じて協働の相
手を理解する目的で実施しています。
平成24年度から令和6年度までの期間で計269人の職員
を派遣しています。
研修後に行う報告会では、行政、NPOそれぞれの立場と
得意分野を生かし、コミュニケーションを取り合うこ
とが重要といった学びが報告されています。

Ⅲ 2 ⑴ ② 103 企画政策課

　（仮称）男女平等推進センター整備は20年近く足踏
み状態が続いてます。新庁舎建設に絡めた施策展開予
定だとほぼ実現不可能だと思っています。そこでせめ
てセンター機能の検討に着手し市民と協働の取組を第7
次計画には盛り込むべきだと考えます。近隣自治体の
センター機能等、収集した情報を提供してください。
その上で新設された女性支援法の具現化のための道筋
を考慮し、小金井市として中長期の方針を示し、第7次
計画に落とし込む作業に着手してください。

　センター機能については、令和２年１月２２日付け
で男女平等推進審議会から、センターのあり方や機能
について詳しい提言をいただいています。庁内の調査
では、啓発事業や情報提供のコーナー、講座やグルー
プ活動のための交流スペース、女性相談、託児コー
ナーなどを回答しています。また、令和６年度に実施
した市民・職員意識調査の結果も参考になります。
　庁内全体の施設計画と一体で動くものと考えてお
り、様々な状況を鑑みながら引き続き検討していきま
す。

Ⅲ 2 ⑴ ② 104 企画政策課

　北側にある婦人会館の女性談話室の利用状況は経年
で実態調査していますか。利用者数や利用実態を把握
した上で貴重な公共施設として有効活用されることを
強く望みます。

　事前に利用申込書を提出していただいた件数は、年
度で管理しています。令和５年度は、年144件、月平均
13.1件、令和６年度は年168件、月平均15.3件の利用が
あります。毎月の開室が28日程度としますと、利用率
はおよそ50％強というところですが、オープンスペー
スのため実際には予約なしで利用されている方もい
らっしゃいますので、利用件数はこれより多いと思わ
れます。
　英会話、書道、読書、打合せなど利用目的は様々で
す。今後も利用しやすい環境を整えていきます。
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基本
目標

主要
課題

施策の
方向

施策
事業
№

担当課 意見・質問等 回答

Ⅲ 3 ⑴ ① 105 職員課
　育児休業取得率で、男性が１０８．３%は、どのよう
な算出の仕方ですか？

　令和５年度に新規取得した職員／令和５年度に新規
取得対象となった職員で算出。
　出産した年度と育児休業の取得年度が異なる者がい
たため、１００％超えとなりました。

【自由記入欄】　（全体的な意見、など）

■全体的に目玉として取り上げる項目が少ないという感じです。

■各部署からの報告内容の記載については、だいぶ改善されてきたと思います。

■成果が上がっている取組については拾い上げ、報告書に記載したいですね。

■地域のNPO法人等の活動団体との連携や補助金が有効に活用されていることも取り上げたいと思います。

■「市のホームページで周知をする」とのコメントが散見されますが、例えば男女共同参画に関するサイトに毎月どれほどアクセスがあったのか？などの実績をフォ
ローしているのでしょうか？　どのツール（市報？ホームページ、ライン？X？チラシ？）を使用すると周知がより効率的になるのかを確認する必要があると思いま
す。周知内容や周知したい相手にもよるとは思いますが小金井市として市民に対する男女共同参画行動計画についての情報発信についての方針を知りたいと思います。

■〈提案〉婦人会館及び女性談話室の有効活用について
　アクセスが悪く利便性に欠けるがせっかくある公共施設を有効活用するために「婦人」という名称を変更して機能を明確にしたらいかがか。例えば第6次行動計画の
p.26市民参加による推進事業事例にある《「聞き書き集　小金井の女性たち」編纂への支援》にあるような先駆的女性の市民活動を、市民参加条例を持つ市政の土台と
して位置付け直し、さまざまな資料のアーカイブを収集する（デジタルを含む）センターとし、利用者が常に映像を見られるような設備を備えた集客力のある施設へと
変身させられたら！と思います。

■健康課の取り組んでいる土曜日の検診などは、非常に良い取り組みだと思う。また、介護や看護・養育などで一定の時間を取って外に出にくい人のための方策が考え
られるとよいと思った。
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該当箇所 意見

例 全体 数字３桁を全角から半角に

10/10  提言案に対する意見シート

資料３
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資料６ 

市民懇談会の概要について 

 

１ 日  時 令和７年１１月８日（土）午後２時～午後４時 

      市民会館 萌え木ホール 商工会館３階 

        （要事前申込。市広報・市政だより・市ＨＰへの情報掲載） 

        ※保育士、手話通訳あり 

２ 内  容 ①素案の説明 ②質問・意見聴取 

３ 主  催 男女平等推進審議会 

４ 参加人数 １５人程度 

５ 進 め 方 

 ⑴ 市民懇談会の開催趣旨説明 

 素案についての説明及び周知を主な開催趣旨とし、意見は今後の審議の参

考とする。 

 意見は、挙手による発言及び意見用紙（当日配付）に記入しての提出をお

願いする。 

【留意点】 

・パブリックコメントではないので、出された意見への個別回答はしない。 

・意見に対し発言の趣旨、理由、方策等を伺う。 

・聴取した意見は、今後審議する際の参考とする。 

 ⑵ 資料説明 

 素案について審議会を代表して会長が説明 

 ⑶ 質疑応答 

 素案の内容及び審議会での議論の経過等の質疑応答 

 素案への意見聴取（意見用紙の提出も可。ただし個別回答はしない。） 

 回答は委員、市職員、コンサルタントが行う。 

（分担は、審議会での検討経過は委員、市の取組は市職員、法制度・掲載

データ説明はコンサルタントとする。） 

 ⑷ 今後の予定等 

 パブリックコメントの実施（１２月中旬～令和８年１月中旬） 

 パブリックコメントに対する回答時期（令和８年２月予定）の説明 

市ＨＰ等での公表による回答（個別の回答は行わない。） 

 パブリックコメント後の計画策定に関する予定の説明 

 ⑸ スケジュール（案） 

   14：00 開会    全体進行：企画政策課 

   14：00 挨拶・趣旨説明 【10 分】 倉持会長 

   14：10 委員自己紹介  【10 分】 （出席委員） 



14：20 素案説明   【30 分】 倉持会長 

   14：50 質疑応答   【30 分】 進行：井口委員 

   15：40 今後の予定等説明【５分】 企画政策課 

   15：45 閉会挨拶   【５分】 倉持会長 

   15：50 閉会       ※意見用紙の回収（企画政策課） 

 ⑹ 配布資料 

   ①素案 ②概略 ③意見用紙 



小 金 井 市
（仮称）第７次男女

共同参画行動計画策定に
向けた市⺠懇談会

令和７年１１月８日（土）
小金井市男女平等推進審議会

（案）



は じ め に
この懇談会は、市の男女共同参画施策を推進する

ために開催するものです。現在の「第６次男女共同

参画行動計画」の計画期間が終了するのに先立ち、

令和８年度から始まる（仮称）「第７次男女共同参

画行動計画」の素案を、市⻑の諮問を受けた小金井

市男女平等推進審議会が作成しました。

本会では、その素案をご説明し、市⺠の皆さまに

理解を深めていただくとともに、広くご意見を伺い

ます。
2



➊ 計画策定にあたって

計画策定の趣旨

 新たな法律や社会情勢の変化に対応するとともに、これまでに取り組んできた施策

をさらに推進・発展させるための指針として「（仮称）小金井市第７次男女共同参

画行動計画」を策定します。

男女共同参画社会とは

 小金井市では、「男女平等都市宣言」や「小金井市男女平等基本条例」の制定、６

次にわたる「男女共同参画行動計画」の策定など、男女が対等な立場で活躍できる

場を広げてきました。

 しかしながら、依然として根強く残る固定的な性別役割分担意識や性別による無意

識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）のほか、配偶者等からの暴力、ワー

ク・ライフ・バランスの推進、多様性に関する理解、政策・方針決定過程への女性

の参画率のさらなる向上など取り組まなければならない課題は多く、それらに対応

する法律の制定や改正も行われています。

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会 （男女共同参画社会基本法 第二条）

平成11年(1999年)に公布施行された「男女共同参画社会基本法」において、少子高齢

化の進行等、我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女共同参画

社会の実現は21世紀の我が国における最重要課題の一つとして位置づけられています。3



❷ 男女共同参画をめぐる近年の動き（社会情勢）

4

持続可能な開発目標“ＳＤＧｓ”

＜基本情報＞ ＜現状＞

●“ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）”は、平成27

年（2015年）９月の国連サミットにおいて全会一致で採択された

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された令和

12年（2030年）を期限とする包括的な17の目標（ゴール）であ

る。

●女性のエンパワーメントとジェンダー平等が持続可能な開発を促

進するうえで欠かせないことから、17のゴールの一つに「目標５：

ジェンダー平等を実現しよう」が掲げられている。

●国際研究機関のＳＤＳＮが令和７年（2025年）６月に公表した、世界

各国のＳＤＧｓの達成状況をまとめたレポートによると、日本の全体順

位は167カ国中19位とアジアでは最高順位であったものの、「目標

５：ジェンダー平等を実現しよう」では、４段階の評価のなかで最低評

価の「最重要課題」と指摘されている。

●そのなかでも特に、「賃金格差」や「女性議員比率」が低評価となって

いる。

ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）

＜基本情報＞ ＜現状＞

●世界経済フォーラムが毎年公表する経済・政治・教育・健康の４

分野のデータを基にした「ジェンダー・ギャップ指数」は、各国の

男女格差を測る指標の１つとなっている。

●令和７年（2025年）の日本の順位は148か国中118位で、令和６年

（2024年）の日本の順位146か国中118位と同位という結果となった。

これは先進国の中では最低レベルであり、アジア諸国の中でも韓国や

中国、ＡＳＥＡＮ諸国より低い状況である。

●日本は、教育分野や健康分野では中位に位置する一方で、政治分野

や経済分野の値が低く、政治分野では148か国中125位、経済分野

では148か国中112位と、全体の順位を引き下げている。
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❷ 男女共同参画をめぐる近年の動き（国）

6

第６次男女共同参画基本計画 ＜令和７年（2025年）12月＞

＜基本情報＞ ＜目指すべき社会＞

●令和７年（2025年）12月に、男女共同参画社会基本法に基づき、
施策の総合的かつ計画的推進を図るため、「第６次男女共同参
画基本計画」（以下「第６次計画」という。）が閣議決定される予
定となっている。

●第６次計画においては、我が国における経済社会環境や国際情
勢の変化、我が国が主体的に参画してきたジェンダー平等に係
る多国間の合意・コミットメントの着実な履行・実施の観点も踏ま
え、目指すべき社会として改めて以下の４つを提示し、その実現
を通じて、男女共同参画社会基本法が目指す男女共同参画社
会の形成の促進を図っていくこととされている。

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で
多様性に富んだ、活力ある持続可能な社会

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会
③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他

の社会生活、家庭生活を送ることができる社会
④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、国際社

会と協調する社会

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 ＜令和３年（2021年）６月改正法施行＞

＜基本理念＞ ＜区市町村の役割＞

●衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、政党等の政治活
動の自由を確保しつつ、男女の候補者の数ができる限り均等と
なることを目指して行われるものとする。

●男女がその個性と能力を十分に発揮できるようにする。
●家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるようにする。
●政党その他の政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、参議

院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関
係行政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り
組むことにより、行われるものとする。【新設】

●公選による公職等としての活動と妊娠、出産、育児、介護等の家庭生
活との円滑かつ継続的な両立を支援するための体制の整備その他の
政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進
めることができる環境の整備を行うものとする。

●公選による公職等にある者及び公職の候補者について、性的な言動、
妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止を図ると
ともに、当該問題の適切な解決を図るため、当該問題の発生の防止
に資する研修の実施、当該問題に係る相談体制の整備その他の必要
な施策を講ずるものとする。【新設】

●議会における審議を体験する機会の提供、講演会等の開催など、人
材の育成及び活用に資する施策を講ずるものとする。



❷ 男女共同参画をめぐる近年の動き（国）

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）
＜令和７年（2025年）６月施改正法公布＞
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＜基本情報＞ ＜区市町村の役割＞

＜基本原則＞
●女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用

と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす
影響への配慮が行われること。

●職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備に
より、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能に
すること。

●女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重
されるべきこと。

＜R4改正＞
●「女性活躍に関する状況等の公表」、「女性の活躍推進に向けた

行動計画の策定」が義務づけられる対象が、常時雇用する労働
者が301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大。

●常時雇用の従業員数301人以上の企業を対象に、男女間の賃
金差異・給与差異（国・地方公共団体）の公表が義務化。

＜R7改正＞
●女性活躍推進法の期限を10年間（令和18年（2036年）３月31

日まで）延長。
●女性特有の健康課題への取組を促進。
●求職者に対するセクシュアル・ハラスメント対策の義務化に伴い、

政府が策定する基本方針にハラスメント対策を位置付けることが
明記された。

●当該区域内における女性の職業生活における活躍についての推進計
画を策定（努力義務）。

●地域の特性を踏まえた主体的な取り組みを推進する。また、女性やそ
の家族からの相談・助言等に努めることとする。

●地域において、女性活躍推進に係る取組に関する協議を行う「協議
会」を組織することができることとする（任意）。



❷ 男女共同参画をめぐる近年の動き（国）

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進
に関する法律 ＜令和５年（2023年）６月＞

8

＜基本理念＞ ＜区市町村の役割＞

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の
理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーア
イデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の
推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等
を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定
めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を
受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデン
ティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理
解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

育児・介護休業法 ＜令和７年（2025年）４月改正法施行＞

＜改正内容＞

① 子の看護休暇の見直し…対象となる子の範囲が小学校３年生修了まで拡大、取得事由の拡大、名称が「子の看護等休暇」に変更。
② 所定外労働の制限（残業免除）の対象拡大…小学校就学前の子を養育する労働者まで請求可能。
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加。
④ 育児、介護のためのテレワーク導入…３歳未満の子を養育または要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう

に措置を講ずることが、努力義務化。
⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大…従業員数300人超の企業に公表義務が適用。
⑥ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和。
⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備。
⑧ 柔軟な働き方を実現するための措置等。
⑨ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮。
※ （⑧⑨は、令和７年10月１日から施行。）



❷ 男女共同参画をめぐる近年の動き（国）

困難女性支援法 ＜令和６年（2024年）４月施行＞
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性犯罪に関する刑法等
＜令和５年（2023年）７月改正法施行＞

＜改正内容＞

●不同意わいせつ罪…「同意しない意思を形成、表明又は全うする
ことが困難な状態」における性交等は犯罪であることが明記。

●性的姿態撮影等処罰法…わいせつな画像の撮影や第三者への
提供等を処罰。

●性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針…
令和５年度（2023年度）から令和７年度（2025年度）の３年間を
性犯罪・性暴力対策の「更なる集中強化期間」として位置づける。
性犯罪・性暴力は被害者の尊厳を踏みにじる決して許されない行
為であり、「相手の同意のない性的な行為は性暴力である」等の
認識を社会全体で共有し、性犯罪・性暴力根絶に向けた取組と被
害者支援を強化。

＜基本原則＞ ＜区市町村の役割＞

●女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、そのために複雑
化していることを踏まえ、困難な問題を抱える女性が、それぞれの
意思が尊重されながら、抱えている問題及びその背景、心身の状
況等に応じた最適な支援を受けられるようにすることにより、その
福祉が増進されるよう、その発見、相談、心身の健康の回復のため
の援助、自立して生活するための援助等の多様な支援を包括的に
提供する体制を整備すること。

●困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及び民間の団体の
協働により、早期から切れ目なく実施されるようにすること。

●人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資することを旨とす
ること。

●当該市町村における困難な問題を抱える女性への支援のための施
策の実施に関する基本的な計画を策定（努力義務）。

●困難な問題を抱える女性について、その発見に努め、その立場に
立って相談に応じ、及び専門的技術に基づいて必要な援助を行う
職務に従事する職員（女性相談支援員）を置くように努めることと
する。

●困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うために必
要な情報の交換を行うとともに、困難な問題を抱える女性への支援
の内容に関する協議を行う会議（支援調整会議）を組織するよう努
めるものとする。

ＤＶ防止法
＜令和６年（2024年）４月改正法施行＞

＜基本情報＞

＜基本原則＞
●配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を

整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図る。
＜改正内容＞
●保護命令制度の拡充
●保護命令違反の厳罰化
●基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充
●協議会の法定化



❷ 男女共同参画をめぐる近年の動き（都）
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東京都性自認及び性的指向に関する基本計画 ＜令和５年（2023年）３月＞

＜基本方針＞ ＜施策の柱＞

①性的マイノリティ当事者に寄り添う
②多様な性に関する相互理解を一層推進する
③東京に集う誰もが共に支え合う共生社会「インクルーシブシティ東

京」の実現を目指す

①相談・支援体制の充実
②啓発・教育の推進
③職員理解の推進
④庁内外の取組の推進

東京都男女平等参画推進総合計画 ＜令和４年（2022年）３月＞

＜基本理念＞ ＜重点課題＞

①男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社
会

②男女一人一人が、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、多
様な生き方が選択できる社会

③男女が家庭生活及び社会活動に対等な立場で参画し、責任を分か
ち合う社会

●誰もが安心して働き続けられる社会の仕組みづくり
●根強い固定的性別役割分担意識等の変革
●男女間のあらゆる暴力の根絶に向けた多様な主体による取組

困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する東京都基本計画
＜令和６年（2024年）３月＞

＜基本理念＞ ＜基本目標＞

困難な問題を抱える女性の人権の擁護を図るとともに、男女平等の
実現に資することを旨とし、困難な問題を抱える女性が、本人の意思
が尊重されながら、安全にかつ安心して自立した生活を送ることがで
きる東京の実現

①対象者の把握から地域での自立まで、多様な支援を切れ目なく包
括的に提供

②本人の意思や意向を最大限尊重し、本人を中心にした支援の実施
③同伴児童を取り残さない視点から、サポートを強化
④困難な課題を抱える若年女性への支援を総合的に推進
⑤女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設を軸

とした支援基盤の充実・強化と民間団体や関係機関との円滑な連
携・協働の推進



❸ 計画の位置づけ
男女共同参画計画・ＤＶ対策基本計画および女性活躍推進計画の３計画及び

新たな計画として、困難女性支援法に基づく、市町村基本計画を包含して策定。

男女共同参画計画 女性活躍推進計画 ＤＶ対策基本計画 困難女性支援基本計画

根拠
法

男女共同参画社会基本法

女性活躍推進法

（女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律）

配偶者暴力防止法

（配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護に関する法律）

困難な問題を抱える女性への

支援に関する法律

内容
男女共同参画を推進していく
ための施策の基本的方向や具
体的な内容を定める計画

女性の職業生活における活躍を
進めるための計画
・推進計画
・事業主行動計画

配偶者からの暴力に係る通報、相
談、保護、自立支援等の体制を整
備し、配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護を図る計画

困難な問題を抱える女性への支
援のための施策の実施に関する
基本的な計画

国

第５次男女共同参画基本計画

R２.12閣議決定

（R12年度末までの基本認識とR

７年度末までを見通した実施計

画）

基本方針 R元.12改正

（女性の職業生活における活躍の

推進に関する基本方針）

基本方針 R５.９改正

（配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等のための施策に関する基本的

な方針）

基本方針 R５.３閣議決定

（困難な問題を抱える女性への支

援のための施策に関する基本的な

方針）

都

東京都女性活躍推進計画

（東京都男女平等参画推進総合計画）

R４.３策定

東京都配偶者暴力対策基本計画

（東京都男女平等参画推進総合計画）

R４.３策定

困難な問題を抱える女性への支

援のための施策の実施に関する

東京都基本計画

R６.３策定

市

第６次男女共同参画行動計画

計画期間：R３年度～R７年度
ー

- （市町村女性活躍推進計画） （市町村配偶者暴力対策基本計画） （市町村困難女性支援基本計画）

（仮称）第７次男女共同参画行動計画
【計画期間：令和８年度～令和12年度】 11



❹ 市の現状

男女別人口

市の人口は増加傾向にあり、令和７年１月１日現在、125,174
人となっています。
男女別にみると、女性が男性より2,000人ほど上回っています。

資料：住民基本台帳（各年１月１日）

年齢構成

資料：住民基本台帳（各年１月１日）
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年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口と生産年齢人口
はほぼ横ばいとなっているものの、高齢者人口は増加傾向に
あります。

62,871 63,346 63,380 63,323 63,579 

60,957 61,271 61,376 61,291 61,595 

123,828 124,617 124,756 124,614 125,174 

0

40,000

80,000

120,000

160,000

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

人

女性 男性

15,425 15,770 15,759 15,682 15,670

82,244 82,373 82,359 82,071 82,297

26,159 26,474 26,638 26,861 27,207

123,828 124,617 124,756 124,614 125,174

0

50,000

100,000

150,000

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

人

高齢者人口（65歳以上）

生産年齢人口（15～64歳）

年少人口（0～14歳）



❹ 市の現状

雇用状況

資料：国勢調査（令和２年）

女性の年齢５歳階級別労働力率

資料：国勢調査（令和２年）

雇用形態別にみると、男性が市・都・国ともに正規雇用の割
合が８割を超えているのに対し、女性は市で52.1％、東京都
で54.3％、国で48.0％と、男性と比較して大幅に下回ってい
ます。

女性の５歳階級別の労働力率をみると、出産・育児期にあたる30歳代を
中心に労働力率が減少するいわゆるＭ字型となっています。市の女性の
労働力率は東京都よりも高く、国よりも低い状況にありますが、30～34
歳からの労働力率の減少の幅が国や東京都よりも大きくなっています。
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また、平成27年と比較すると、60歳以上で労働力率が高くなっています。

52.1

54.3

48.0

47.9

45.7

52.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小金井市

東京都

国

正規雇用 非正規雇用

80.4

81.7

81.6

19.6

18.3

18.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小金井市

東京都

国



❺ アンケート結果

男女平等観（各分野における《男性優遇》の割合）

【実施概要】 調査対象︓市内に居住する18歳以上の男⼥個⼈2,000⼈
調査期間︓令和６年10⽉１⽇（⽕）〜10⽉15⽇（⽕）
回収結果︓768件／2,000件（有効回収率︓38.4％）

多くの場面で《男性優遇》という評価になっています。特に
「政治の場」における《男性優遇》の評価は、女性で85.2％、
男性で72.6％、「社会通念・慣習・しきたりなど」において
は、女性で82.1％、男性で69.3％となっており、依然として
男性優遇社会であると感じている市民が多いことが分かりま
す。

14

女性と職業の考え方

男女ともに「育児・介護等にかかわらず、職業をもち続ける
方がよい」が半数を超えており、女性が仕事を持つことに対
する意識は高い傾向にあることが分かります。

59.2 

61.0 

58.1 

18.2 

17.4 

19.3 

3.8 

2.3 

5.4 

1.4 

1.2 

1.8 

0.5 

0.7 

0.3 

9.1 

9.9 

8.1 

4.3 

4.5 

3.6 

3.4 

3.1 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

（n=768）

女性

（n=426）

男性

（n=332）

育児・介護等にかかわらず、職業をもち続ける方がよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい

子どもができるまでは職業をもつ方がよい

結婚するまでは職業をもつ方がよい

職業をもたない方がよい

その他

わからない

無回答

また、《男性優遇》はいずれの項目でも女性の方が多く、
「家庭生活」では、女性が男性と比較して20ポイント以上上
回るなど、平等感には男女差が現れています。

一方、「子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び
職業をもつ方がよい」は全体で２割程度となっており、育児
と仕事の両立に難しさを感じている人がいることもうかがえ
ます。
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女性（n=426）

男性（n=332）



❺ アンケート結果

ワーク・ライフ・バランス

15

男女平等社会を実現するために重要
だと思う市の施策（上位５項目）

男女平等社会を実現するために重要だと思う市の施策は、
「子育て支援策の充実」が高くなっています。

仕事に携わる時間は、８時間以上が女性で37.1％、男性で
56.9％となっており、特に男性は「10時間以上」でみても
27.4％と高く、長時間労働の傾向があります。

生活における理想の優先度については、男女ともに「仕事」
「家庭生活」「個人の生活」をともに優先したいとする回答
が比較的多く、バランスの取れた生活を望む意識がうかがえ
ます。

62.6 

60.0 

58.2 

38.5 

36.3 

64.7 

60.9 

55.7 

38.8 

40.2 

0% 20% 40% 60% 80%

子育て支援策の充実

女性が働きやすい環境づくりの促進

学校で平等意識を育てる教育の充実

女性の再就職のための職業相談・

学習機会の充実

ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）の意識啓発

今回調査（n=768） 令和元年調査（n=711）

27.2 

29.3 

24.1 

5.2 

5.6 

4.8 

5.6 

7.0 

3.9 

15.0 

19.2 

9.6 

27.3 

25.6 

29.5 

18.2 

11.5 

27.4 

1.4 

1.6 

0.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体 （n=768）

女性 （n=426）

男性 （n=332）

仕事はしていない ３時間未満

３時間以上～５時間未満 ５時間以上～８時間未満

８時間以上～10時間未満 10時間以上

無回答

【実施概要】 調査対象︓市内に居住する18歳以上の男⼥個⼈2,000⼈
調査期間︓令和６年10⽉１⽇（⽕）〜10⽉15⽇（⽕）
回収結果︓768件／2,000件（有効回収率︓38.4％）

◆仕事に携わる時間

◆生活における優先度［理想］

1.0 

0.2 

2.1 

6.9 

6.1 

8.1 

14.3 

16.0 

12.0 

5.7 

3.8 

8.4 

5.2 

5.9 

4.2 

26.7 

31.0 

21.1 

31.4 

27.7 

36.4 

3.3 

2.8 

3.9 

5.5 

6.6 

3.6 

全体 （n=768）

女性 （n=426）

男性 （n=332）

「仕事」を優先 「家庭生活」を優先

「個人の生活」を優先 「仕事」と「家庭生活」を優先

「仕事」と「個人の生活」を優先 「家庭生活」と「個人の生活」を優先

「仕事」、「家庭生活」、「個人の生活」すべて 無回答



❺ アンケート結果

「男の子だから」「女の子だから」
と思うことがあるか

【実施概要】 調査対象︓市内公⽴⼩学校６年⽣・市内公⽴中学校３年⽣ 調査期間︓令和７年５⽉９⽇（⾦）〜５⽉19⽇（⽉）
回収結果︓⼩学校６年⽣ 923件／1,013件（有効回収率︓91.1％） 中学校３年⽣ 623件／754件 （有効回収率︓82.6％）

「そう思う」「どちらかというとそう思う」の合計は、小学
生では男女ともに５割程度、中学生では男性で64.1％、女性
で58.8％となっています。

性別を理由に思ったことが
言えなかったことがあるか

全体 （n=923）　

男性 （n=444）　

女性 （n=430）　
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0% 20% 40% 60% 80% 100%nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn小学生

全体 （n=623）　

男性 （n=320）　

女性 （n=267）　

21.5 

24.4 

18.7 

39.2 

39.7 

40.1 

18.1 

16.9 

20.6 

20.5 

18.8 

19.9 
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0.3 

0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

どちらかというとそう思う

どちらかというとそう思わない

そう思わない

不明・無回答

n中学生

全体 （n=623）　

男性 （n=320）　

女性 （n=267）　

8.8 

8.1 

8.6 

15.7 

15.3 

15.4 

19.6 

18.8 

19.9 

54.3 

56.3 

55.1 

1.6 

1.6 

1.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あてはまる

どちらかというとあてはまる

どちらかというとあてはまらない

あてはまらない

不明・無回答

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn中学生

「あてはまる」「どちらかというとあてはまる」は、男女、
小中学生ともに２割を超えています。

16



❺ アンケート結果

家事の得意・不得意について

17

家事の得意・不得意について、男女、小中学生ともに「男性の方が得意」「どちらかというと男性の方が得意」は１割未満に留まって
いることに対して、「女性の方が得意」「どちらかというと女性の方が得意」は３割を超えています。

全体 （n=923）　

男性 （n=444）　

女性 （n=430）　

1.3 

2.0 

0.5 

1.4 

2.3 

0.7 

59.4 

59.5 

58.6 

27.4 

26.1 

30.2 

9.5 

9.7 

8.8 

1.0 

0.5 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%n小学生

全体 （n=623）　

男性 （n=320）　

女性 （n=267）　

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

1.6 

0.4 

61.2 

60.6 

61.0 

28.9 

26.9 

31.8 

8.5 

10.3 

6.7 

0.5 

0.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が得意 どちらかというと男性の方が得意

性別による差はない どちらかというと女性の方が得意

女性の方が得意 不明・無回答

nnn中学生

【実施概要】 調査対象︓市内公⽴⼩学校６年⽣・市内公⽴中学校３年⽣ 調査期間︓令和７年５⽉９⽇（⾦）〜５⽉19⽇（⽉）
回収結果︓⼩学校６年⽣ 923件／1,013件（有効回収率︓91.1％） 中学校３年⽣ 623件／754件 （有効回収率︓82.6％）



⼈権尊重

❻ 第７次行動計画の理念・重要なテーマ

⼈権尊重とワーク・ライフ・バランスを軸とする
男⼥共同参画の実現をめざして

暴力のない社会、さらには、女性、男性、子ども、高齢者、障が
い者、外国人、性的少数者等、あらゆる人々の多様性を認め合い、
自らの意思によりその個性と能力を発揮する機会が保証されるこ
と、人が人として尊重され、健康を享受し、共に参画することが
できる社会は、男女共同参画社会の実現の基本となるものです。

（仕事と⽣活の調和）

ワーク･ライフ・バランス

18

少子高齢化、人口減少社会の中で今後も持続可能な社会を築いて
いくための重要な課題となっています。
地域や職場で活躍する女性を増やしていくためには、男性の家
事・育児等への参画を促す取組みとして、長時間労働の改善や育
児介護休業制度等への理解を進めていくことは、固定的な性別役
割分担意識の解消を図る男女共同参画社会の実現に向けて欠かせ
ないものです。

個人も、家庭も、地域社会も、この「人権尊重」と「ワーク・ライフ・バランス」
に留意しながら、その実現を支える啓発・支援・環境整備等の仕組みをさらに充実し、

新しいライフスタイルを創っていくことを通し、意識と実態が伴った男女共同参画社会を
形成していくことが必要です。



基本目標 主要課題 施策の方向

Ⅰ

人権が尊重され、

多様性を認めあ

う社会をつくる

1 人権尊重・ジェンダー平等意識の普及・浸透

（１）人権・男女平等の意識改革の推進

（２）男女共同参画の基盤となる人権の尊重

（３）多様性への理解の推進

２ 男女共同参画を推進する教育・学習の推進
（１）教育の場における男女平等教育の推進

（２）生涯を通じた男女平等教育の推進

３ 配偶者等からの暴力の防止と被害者支援

（１）配偶者等からの暴力の未然防止の意識づくり

（２）被害者支援の推進

（３）相談・連携体制の整備・充実

４ ストーカーやハラスメント、性犯罪・性暴力等への

適切な対応と対策

（１）ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、性犯罪・性

暴力等への対策の推進

５ 生涯を通じた心と身体の健康支援
（１）女性のライフステージに応じた健康づくり

（２）性差や年代に応じた心と体の健康づくり

６様々な困難を抱えた女性等が安心して暮らせる環境

の整備

（１）各家庭の状況等に応じた支援

（２）自立した生活への支援

Ⅱ

ワーク・ライ

フ・バランスの

実現した暮らし

をめざす

１家庭における男女共同参画の推進

（１）育児支援体制の整備

（２）男性の家庭・地域活動への参画促進

（３）介護等への支援体制の整備

２働く場における男女共同参画の推進

（１）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に向け

た環境づくり

（２）働く場における男女平等の推進

３ 女性の活躍と多様な働き方への支援 （１）女性の就労に関する支援

４ 市民がともに参画する地域づくりや市民活動の促

進
（１）地域づくり活動における男女共同参画の推進

Ⅲ

男女共同参画を

積極的に推進す

る

１ 政策・方針決定過程への男女の参画 （１）政策・方針決定過程への女性の参画拡大

２ 市民参加・協働による男女共同参画の推進 （１）市民参加・協働による事業展開

３ 推進体制の充実・強化
（１）庁内の男女平等の推進

（２）計画の推進体制の強化

❼ 計画の体系

ＤＶ防止
対策基本計画

女性活躍
推進計画

19

困難
女性
支援
計画



❽ 取り組みの内容

基本目標１ 人権が尊重され、多様性を認めあう社会をつくる

主要課題 取り組み内容

❶人権尊重・ジェンダー平等
意識の普及・浸透

人権・男女平等に関する広報・啓発活動の推進／人権・男女平等に

関する講演会等の開催／メディア・刊行物等への配慮 ／人権尊重

における相談対応の充実／多文化共生のまちづくり／性の多様性へ

の理解の促進

❷男女共同参画を推進する
教育・学習の推進

幼少期や学校教育における男女平等教育・学習の推進／家庭におけ

る教育・学習の推進／地域・社会における教育・学習の推進

❸配偶者等からの暴力の防止
と被害者支援

ＤＶの防止に向けた情報提供や啓発、早期発見／若い世代への啓

発・教育／安全確保と自立支援の実施／相談体制の整備・充実／

虐待等の防止対策・支援等の充実

❹ストーカーやハラスメント、
性犯罪・性暴力等への適切な
対応と対策

ストーカーやセクシュアル・ハラスメント、性犯罪・性暴力等の防

止対策・支援等の充実

❺生涯を通じた心と身体の
健康支援

母子保健事業等の推進／健康づくりの推進／健康と性に関する学

習・啓発の充実

❻様々な困難を抱えた女性等が
安心して暮らせる環境の整備 支援が必要な家庭への各種サポート／各種相談支援の実施

20

※赤字は重点施策



❽ 取り組みの内容

基本目標２ ワーク・ライフ・バランスの実現した暮らしをめざす

主要課題 取り組み内容

❶家庭における男女共同参画
の推進

地域での子育て支援体制の充実／男性の家事・育児・介護への参画促

進／男性の地域活動への参画促進／高齢者・障がい者等への社会的支

援の充実

❷働く場における男女共同参
画の推進

一人ひとりが働きやすい職場づくりの促進／雇用の場における男女共

同参画

❸女性の活躍と多様な働き方
への支援

女性の就業支援・起業支援／農業・自営業等における男女共同参画の

推進

❹市民がともに参画する地域
づくりや市民活動の促進

地域活動団体等の活動促進／地域における女性のエンパワーメントの

拡大

21

※赤字は重点施策



❽ 取り組みの内容

基本目標３ 男女共同参画を積極的に推進する

主要課題 取り組み内容

❶政策・方針決定過程への
男女の参画 男女の市政参画の促進

❷市民参加・協働による
男女共同参画の推進 市民や地域団体との協働／参画を促す環境づくり

❸推進体制の充実・強化 市職員や教職員の男女平等に向けた環境整備／計画推進体制の整備

22

※赤字は重点施策



おわりに
本日の市民懇談会のほかに、今後、パブリックコメントも実施

いたします。
ぜひ、その機会にもご意見をお寄せください。

～パブリックコメントについて～

12月中旬～ １月中旬予定。
計画の素案に対し、多くの皆さまからご意見をいただくために実
施するものです。
詳しくは、市報12月号・市ホームページをご覧ください。

本日はありがとうございました。



                   資料８ 

 

市議会の報告  

 

 

令和７年第３回市議会定例会   

令和７年９月２９日（月）決算特別委員会  

会派  質問議員  内容  

子どもの権利

／情報公開  

No.23 

片山かおる

議員  

  パートナーシップ宣誓制度について 

⑴ 事務報告書に掲載がないことについて  

⑵ 申請件数は何件か 

⑶ 周知方法はどのようか 

審議会の自主勉強会について 

⑴ 発案はどこから 

⑵ これまで開催はあったのか 

⑶ 予算措置しないか  

 


